
別添１

Ⅰ　申請開発許可等（開発許可申請、道路位置指定申請、優良宅地認定申請）申請時

指導 指導

①開発許可等の ③宅建業法の事前審査 　　 ⑥通知

事前審査調書提出

提出

提出

提出

⑤受付・審査

Ⅱ　工事完了届出時又は優良宅地証明申請時

指導

①宅建業法の事前審査 ②届出又は申請 ④検査済証又は

※次の書類を提出してください。 証明書発行

提出

③受付・検査　

※土地の所有者が宅地建物取引業者の場合、（２）は不要です。

開発許可権者（県知事・市町長）

提出

（１）届出書又は証明申請書の写し

（２）売買契約書の写し

各総合県民局・東部県土整備局・各市町

住宅課（建築指導担当）

住宅課（建築指導担当）

（４）開発許可等申請時の誓約書に記載した免許業者から変更に
なった場合、正当な理由を記載した理由書及び変更になった免許
業者の免許証の写し

②受付

（３）登記簿謄本等の写し

（所有権移転登記が完了していない場合）

（所有権移転登記が完了している場合）

※（２）と（３）は実情に応じてどちらかを提出してください。

開発許可権者（県知事・市町長）

（１）事前審査調書の写し又は申請書の写し

（2）誓約書

（3）宅地建物取引業者免許証の写し

申請者（代理者）

開発許可申請等における宅地建物取引業法違反防止のための処理フロー

　④申請

申請者（代理者）

※次の書類を提出してください。


